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【研究の目的】 
具体的な国際法のルール、たとえば条約の、形成、実現、紛争処理に関わる諸問題を、対内・対外両側

面に渉り多面的に検討することを通じて、裁判や法解釈にかたよらない、国際法過程の動的な全体像を
解明する。 
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